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議案第１号 

 

 

 

 

 

南部大阪都市計画生産緑地地区の変更 

 

（羽曳野市決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 



名　　称 位　　置 備考 図面番号

東阪田２ 東阪田地内 約 - ha 廃止 1/1

約 - ha

約 - ha

約 - ha

約 - ha

約 - ha

約 - ha

約 - ha

約 - ha

約 - ha

約 - ha

約 - ha

約 - ha

約 - ha

約 - ha

小計 1地区 約 0.00 ha

島泉１ 他177地区 178地区 約 36.96 ha 変更なし

合計 178地区 約 36.96 ha

南部大阪都市計画生産緑地地区の変更（羽曳野市決定）　（案）

南部大阪都市計画生産緑地地区を次のように変更する。

面積

｢位置及び区域は計画図表示のとおり｣



理     由 

 

 生産緑地法第 10 条に基づく買い取り申し出後、同法第 14 条の規定に基づく

行為制限解除による生産緑地地区に関する都市計画を変更するものである。 

 

 

 

  

 



図面

番号

約 0.21 ha

約 - ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 ha

約 0.21 ha 廃止

約 0.00 ha 区域変更

179地区 約 37.17 ha

178地区 約 36.96 ha

備考
変更後面積

新旧対照表（案）

名　　称 位　　置
変更前面積 追加

区域変更
廃止の別

変更理由

都市計画
区域合計

〔面積増減計：△0.21〕

地区変更地区合計
0地区

１地区

東阪田２ 1/1東阪田地内 廃止
生産緑地法第10条に基づく買取申
出（故障）後の行為制限解除によ
る廃止

制限解除
令和３年４月14日



東阪田5

東阪田2

東阪田6

（２
Ｌ
）

参　　　考　　　図
年 度

縮 尺 図面番号

令 和 ３ 年 度

1 / 1S＝1/2,500

南 部 大 阪 都 市 計 画 生 産 緑 地 地 区
（ 羽 曳 野 市 ）

新 旧 対 照 図 ( 詳 細 図 )

羽　　曳　　野　　市

凡　　例

区 域 界

変更廃止する区域



参考資料

年月日 番号 地区数 面積 地区数 面積

平成４年度 (当初 ) 平 成 4 年 8 月 18 日 第 85 号 170 49.66 170 49.66 当初指定①

平 成 ４ 年 度 ② 平 成 4 年 11 月 30 日 第 133 号 223 61.42 53 11.76 当初指定②

平 成 ５ 年 度 平 成 5 年 12 月 6 日 第 141 号 224 62.10 1 0.68 当初指定③

平 成 ６ 年 度 平 成 6 年 12 月 9 日 第 206 号 224 62.34 0 0.24

平 成 ７ 年 度 平 成 7 年 12 月 22 日 第 206 号 225 61.22 1 -1.12

平 成 ８ 年 度 平 成 8 年 12 月 13 日 第 209 号 224 60.98 -1 -0.24

平 成 ９ 年 度 平 成 9 年 12 月 15 日 第 186 号 224 60.48 0 -0.50 追加指定あり

平 成 10 年 度 平 成 10 年 12 月 10 日 第 205 号 217 56.41 -7 -4.07

平 成 11 年 度 平 成 11 年 12 月 10 日 第 227 号 217 55.83 0 -0.58

平 成 12 年 度 平 成 12 年 12 月 12 日 第 264 号 215 55.44 -2 -0.39

平 成 13 年 度 平 成 13 年 12 月 12 日 第 204 号 214 54.69 -1 -0.75 追加指定あり

平 成 14 年 度 平 成 14 年 12 月 10 日 第 190 号 209 53.82 -5 -0.87

平 成 15 年 度 平 成 15 年 12 月 12 日 第 155 号 207 51.65 -2 -2.17

平 成 16 年 度 平 成 16 年 12 月 28 日 第 204 号 207 50.85 0 -0.80

平 成 17 年 度 平 成 18 年 3 月 2 日 第 31 号 204 49.54 -3 -1.31

平 成 18 年 度 平 成 18 年 12 月 15 日 第 240 号 203 48.43 -1 -1.11

平 成 18 年 度 平 成 19 年 2 月 28 日 第 980 号 204 47.92 1 -0.51

平 成 19 年 度 平 成 19 年 12 月 11 日 第 243 号 204 47.78 0 -0.14

平 成 20 年 度 平 成 21 年 4 月 2 日 第 94 号 203 47.57 -1 -0.21

平 成 21 年 度 平 成 21 年 10 月 7 日 第 231 号 203 47.43 0 -0.14

平 成 22 年 度 平 成 23 年 2 月 8 日 第 23 号 201 45.86 -2 -1.57

平 成 23 年 度 平 成 23 年 11 月 28 日 第 231 号 199 45.16 -2 -0.7

平 成 24 年 度 平 成 24 年 11 月 15 日 第 199 号 198 44.55 -1 -0.61

　平　成　26　年　度 平 成 26 年 12 月 24 日 第 266 号 191 43.32 -7 -1.23

　平　成　27　年　度 平 成 27 年 12 月 24 日 第 272 号 189 42.99 -2 -0.33

　平　成　28　年　度 平 成 28 年 12 月 22 日 第 259 号 194 43.83 5 0.84 追加指定あり

　平　成　29　年　度 平 成 29 年 12 月 4 日 第 276 号 186 42.56 -8 -1.27

　平　成　30　年　度 平 成 30 年 12 月 19 日 第 308 号 183 41.45 -3 -1.11

　令　和　元　年　度 令 和 元 年 12 月 5 日 第 289 号 180 39.58 -3 -1.87

　令　和　２　年　度 令 和 ２ 年 12 月 11 日 第 332 号 179 39.42 -1 -0.16

　令　和　３　年　度 令 和 ３ 年 12 月 予 定 第 　　　号 178 36.96 -1 -0.21
面積修正　（誤）39.42ha→（正）37.17ha
37.17ha-0.21ha=36.96ha

備考

羽曳野市の生産緑地地区指定状況

市告示 計画決定合計 増減
年度



 

報告事項 

 

 

 

 

 

羽曳野市都市計画マスタープランの 

一部改定について 

 

市街化調整区域における地区計画のガイドライン 

の策定について 

 

 

 

 

 

 



パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
意
見
要
約
と
市
の
見
解

 

募
集
期
間
：令
和
３
年
９
月
１
日
（水
）～
令
和
３
年
９
月

30
日
（木
） 

意
見
者
数
：４
名

 

番
号
・地
区
名

 
意
見
要
約

 
市
の
見
解

 

1 

飛
鳥
地
区

 

 
飛
鳥
地
区
は
他
の
地
区
よ
り
高
齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
私
の
住
ん
で
い
る
地
区
の
、
ほ
と
ん
ど
の
家
庭
の
子

供
は
、
大
学
を
卒
業
後
、
他
府
県
に
就
職
し
、
独
立
し
て
家
庭
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ブ
ド
ウ
農
家
の

後
継
ぎ
が
い
な
く
な
り
、
今
後
ブ
ド
ウ
農
家
は
さ
ら
に
減
少
し
て
い
く
と
思
わ
れ
ま
す
。
働
き
手
の
い
な
く
な
っ
た

ブ
ド
ウ
畑
は
荒
れ
果
て
、
歯
抜
け
の
山
林
に
な
っ
て
お
り
、
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
被
害
が
住
宅
近
く
ま
で
発
生
す
る

こ
と
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

 

 
ま
た
、
上
ノ
太
子
駅
が
あ
り
便
利
な
場
所
で
あ
っ
て
も
、
市
街
化
調
整
区
域
で
あ
る
た
め
、
未
開
発
と
な
っ
て

お
り
、
こ
れ
か
ら
先
成
り
行
き
に
任
せ
て
い
て
は
、
荒
れ
て
い
く
だ
け
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
南
阪
奈
道
路
と
近
鉄

南
大
阪
線
の
間
に
あ
る
民
間
企
業
の
所
有
地
に
つ
い
て
も
、
何
年
も
放
置
さ
れ
て
お
り
、
荒
れ
地
に
な
っ
て
い

ま
す
。
工
場
移
転
の
見
込
み
が
な
い
な
ら
、
住
宅
と
し
て
開
発
す
れ
ば
、
飛
鳥
地
区
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
る
と

思
い
ま
す
。
羽
曳
野
市
東
側
の
市
街
化
調
整
区
域
の
見
直
し
と
、
上
ノ
太
子
駅
付
近
の
開
発
が
急
務
で
あ
り
、

こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
５
年
先
、

10
年
先
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

 

 
ま
ず
は
、
市
街
化
調
整
区
域
を
見
直
す
た
め
に
、
飛
鳥
地
区
の
農
業
道
路
（グ
リ
ー
ン
ロ
ー
ド
）
を
境
に
東
側

を
ブ
ド
ウ
畑
に
、
西
側
を
市
街
地
に
、
線
引
き
を
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
、
羽
曳
野
市
特
産
の
ブ
ド
ウ
を

守
る
こ
と
と
、
市
街
化
開
発
を
両
立
す
る
た
め
に
、
羽
曳
野
市
独
自
の
制
度
を
策
定
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
上

ノ
太
子
駅
に
近
く
、
環
境
の
良
い
地
域
を
活
か
す
た
め
に
、
今
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
作
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

 

 
今
回
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
は
、
市
街
化
調
整
区
域

の
内
で
立
地
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
極
め
て
高
い
広
域
幹

線
道
路
同
士
の
交
差
点
近
傍
に
お
い
て
、
大
規
模
集

客
施
設
の
立
地
誘
導
を
図
る
趣
旨
で
の
「
羽
曳
野
市

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
一
部
改
定
及
び
市
街

化
調
整
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

策
定
」
に
係
る
意
見
募
集
で
あ
り
、
い
た
だ
い
た
ご
意

見
は
、
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
誘
導
に
関
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
令
和
７
年
度
に
実

施
を
予
定
し
て
い
る
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
全

面
見
直
し
及
び
今
後
の
市
政
へ
の
参
考
意
見
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

2 

郡
戸
地
区

 

（郡
戸

54
番
地
周
辺
） 

 
現
在
、
当
地
区
（郡
戸

54
番
地
）は
３
分
の
１
が
大
型
ト
ラ
ッ
ク
（
20

t
超
）の
駐
車
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
出
入
り
は
府
道
郡
戸
大
堀
線
で
、
北
側
へ
は
野
交
差
点
か
ら
府
道
堺
羽
曳
野
線
へ
出
る
か
、
南
側
へ
は

郡
戸
交
差
点
を
経
て
南
阪
奈
道
路
へ
出
る
し
か
な
く
、
い
ず
れ
も
歩
道
も
な
く
狭
い
幅
員
の
道
路
で
す
。

 

 
こ
の
地
域
の
交
通
の
改
善
策
と
し
て
、
市
立
高
年
生
き
が
い
サ
ロ
ン
５
号
館
前
か
ら
西
へ
、
大
座
間
北
堤
防
を

通
り
阪
和
道
へ
の
新
規
道
路
を
築
造
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
地
域
一
帯
の
車
の
流
れ
が
改
善
さ
れ
、
安
全
が

確
保
で
き
、
郡
戸

54
番
地
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
上
昇
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
市
街
化
調
整
区
域
の
規
制
が
無
く
な

れ
ば
、
新
た
な
土
地
利
用
の
ニ
ー
ズ
が
高
ま
り
ま
す
。

 

 
ま
ず
は
行
政
に
よ
る
適
正
な
土
地
利
用
の
誘
導
が
重
要
で
あ
り
、
も
っ
と
も
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

 
 

 
 

資
料
①

 



 
 

 

番
号
・地
区
名

 
意
見
要
約

 
市
の
見
解

 

3 

郡
戸
地
区

 

（美
原
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
周
辺
） 

 
美
原
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
付
近
の
交
通
の
便
が
よ
い
と
こ
ろ
が
未
開
発
な
の
で
大
変
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

近
隣
市
で
は
、
大
型
商
業
施
設
等
が
オ
ー
プ
ン
し
て
お
り
、
羽
曳
野
市
も
遅
れ
を
と
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。
商
業
施
設
等
は
、
雇
用
や
集
客
を
生
み
、
市
の
発
展
へ
と
繋
が
り
ま
す
。

 

 
羽
曳
野
市
内
で
は
、
職
を
探
す
の
も
難
し
い
た
め
、
他
の
市
へ
通
勤
し
て
い
る
方
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
逆

に
、
羽
曳
野
市
内
に
通
勤
し
て
い
る
方
に
と
っ
て
は
、
娯
楽
の
た
め
の
施
設
が
少
な
い
た
め
、
ど
こ
に
も
寄
ら
ず

に
帰
宅
し
て
い
る
現
状
で
す
。

 

 
開
発
が
進
む
こ
と
で
、
交
通
状
況
や
緑
地
等
に
対
す
る
問
題
も
発
生
す
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
自
然
と
交
通

の
利
便
性
を
活
か
し
た
今
後
の
市
政
に
期
待
し
ま
す
。

 

 
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
基
準
に
つ
き
ま
し
て
は
、

本
市
の
実
情
に
合
わ
せ
、
広
域
幹
線
道
路
沿
道
の
立

地
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
高
い
場
所
で
あ
り
、
か
つ
、
「
市
街

化
を
抑
制
す
べ
き
区
域
」
と
い
う
市
街
化
調
整
区
域
の

基
本
理
念
を
堅
持
し
、
周
辺
へ
の
市
街
地
機
能
の
無

秩
序
な
拡
散
を
生
じ
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

今
回
の
『
羽
曳
野
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
』
に

お
い
て
「
広
域
幹
線
道
路
同
士
の
交
差
点
近
傍
」
と
し

て
お
り
、
ま
た
、
『
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
地
区

計
画
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
』
に
お
い
て
は
、
「
４
車
線
以
上

の
幹
線
道
路
及
び
２
車
線
以
上
の
幹
線
道
路
の
両
方

に
面
し
た
地
区
か
つ
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
へ

の
位
置
付
け
が
あ
る
こ
と
。
」
と
限
定
し
て
お
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
郡
戸
（
美
原
ジ
ャ

ン
ク
シ
ョ
ン
周
辺
）
地
域
の
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け

る
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
要

件
の
修
正
を
行
う
こ
と
は
い
た
し
か
ね
ま
す
。

 

 
な
お
、
い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
つ
き
ま
し
て
は
、
令

和
７
年
度
に
実
施
を
予
定
し
て
い
る
都
市
計
画
マ
ス
タ

ー
プ
ラ
ン
の
全
面
見
直
し
及
び
今
後
の
市
政
へ
の
参

考
意
見
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

4 

郡
戸
地
区

 

（美
原
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
周
辺
） 

 
私
は
、
羽
曳
野
市
郡
戸
周
辺
の
工
場
に
勤
務
す
る
従
業
員
で
す
。
美
原
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
周
辺
の
こ
の
区
域

は
南
阪
奈
道
路
、
阪
和
道
路
、
中
央
環
状
線
と
い
っ
た
広
域
幹
線
道
路
が
走
っ
て
お
り
、
南
大
阪
の
み
な
ら

ず
、
大
阪
市
内
や
他
府
県
等
へ
通
ず
る
交
通
の
要
所
に
位
置
し
て
お
り
ま
す
が
、
市
街
化
調
整
区
域
と
し
て

設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
土
地
利
用
が
制
限
さ
れ
て
お
り
、
物
流
の
拠
点
と
し
て
の
利
点
が
都
市
計
画
に
活
か

さ
れ
て
お
ら
ず
、
大
変
も
っ
た
い
な
い
と
日
頃
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。

 

 
近
隣
市
で
は
、
大
型
商
業
施
設
が
建
設
さ
れ
、
そ
の
市
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
羽
曳
野
市

で
は
古
市
駅
周
辺
こ
そ
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
す
が
、
車
で
移
動
し
て
い
る
市
民
に
と
っ
て
は
利
便
性
の
高
い

主
要
道
路
周
辺
に
魅
力
の
あ
る
施
設
が
少
な
く
、
美
原
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
周
辺
は
、
他
市
の
商
業
施
設
へ
の
単

な
る
通
過
点
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
交
通
の
要
所
で
あ
る
こ
の
地
域
こ
そ
大
型
商
業

施
設
の
誘
致
に
ふ
さ
わ
し
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
大
型
商
業
施
設
は
、
新
た
な
雇
用
を
創
出
し
、
羽
曳
野
市
の

発
展
に
寄
与
し
ま
す
。

 

 
美
原
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
周
辺
は
市
街
化
調
整
区
域
で
す
が
、
こ
の
規
制
が
外
れ
る
こ
と
で
何
ら
か
の
不
利
益
を

被
る
事
業
者
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
す
。
利
用
が
制
限
さ
れ
、
農
地
、
工
場
、
施
設
な
ど
が
散
在
し

た
現
在
の
状
態
よ
り
も
、
大
型
商
業
施
設
を
中
心
と
し
た
物
流
等
の
拠
点
と
し
て
他
の
業
種
と
の
共
生
を
図
っ

て
こ
そ
、
持
続
的
な
羽
曳
野
市
の
発
展
を
支
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

 



マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
【素
案
か
ら
の
主
な
修
正
点
】
 

 
 

 
意
見

 
修
正
概
要

 
修
正

 

第
1
章

 

序
論

 

01
 

都
市
計
画
マ
ス
タ

ー
プ
ラ
ン
に
関
す

る
基
本
的
な
事
項

 

（1
） 

改
定
の
背
景

 

市
 

課
題
の
追
記

 
市
全
域
を
対
象
と
し
た
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
全
面
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
上

位
計
画
で
あ
る
羽
曳
野
市
総
合
基
本
計
画
や
、
南
部
大
阪
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及

び
保
全
の
方
針
（
南
部
大
阪
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
と
の
整
合
を
図
り
な
が
ら
、
目

標
年
次
で
あ
る
令
和
７
年
度
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

 

 
一
方
で
、
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
改
定
か
ら
５
年
が
経
過
す
る
中
で
、
こ
の
間
、
広
域

幹
線
道
路
沿
道
の
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
も
、
商
業
業
務
施
設
や
物
流
業
務
施
設
等

の
立
地
が
進
む
な
ど
、
新
た
な
土
地
利
用
ニ
ー
ズ
が
高
ま
っ
て
お
り
、
適
切
な
土
地
利
用
の
さ

ら
な
る
誘
導
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
令
和
３
年
３
月
に
は
、
第
６
次
羽
曳
野
市

総
合
基
本
計
画
「後
期
基
本
計
画
」が
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

 
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
も
本
市
の
立
地
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
最

大
限
に
活
か
し
た
土
地
利
用
を
さ
ら
に
促
進
す
る
た
め
、
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
を
可
能
と

す
る
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
一
部
改
定
を
行
う
も
の
で
す
。

 

 
 

資
料
②

 



 
 

 
意
見

 
修
正
概
要

 
修
正

 

第
1
章

 

序
論

 

02
 

本
市
を
と
り
ま
く
環

境
と
ま
ち
づ
く
り
の

課
題
と
視
点

 

（1
） 

社
会
的
な
潮
流

 

府
 

・ 市
 

表
現
の
統
一

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

 
 

以
降
も
同
様
に
修
正

 

③
地
域
経
済
の
低
迷

 

・
 
大
阪
府
で
は
、
こ
れ
ま
で
経
済
を
牽
引
し
て
き
た
第
２
次
産
業
（
製
造
業
な
ど
）
が
長
期
的
に

低
迷
し
て
お
り
、
こ
れ
に
変
わ
る
新
た
な
産
業
の
成
長
も
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

 

・
 
本
市
に
お
い
て
も
、
第
１
次
産
業
、
第
２
次
産
業
と
も
に
長
期
の
低
迷
傾
向
に
あ
り
、
近
年
は

平
成

20
年
秋
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
以
前
の
状
況
に
は
回
復
し
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
ま
だ
先
行

き
が
不
透
明
な
状
況
で
す
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
が
、
地
域
経
済
に

影
響
を
与
え
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

 

 
今
後
は
人
口
減
少
社
会
が
本
格
的
に
到
来
す
る
中
で
、
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
に
よ
り
経

済
成
長
が
阻
害
さ
れ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
若
者
の
雇
用
対
策
は
、
若
者
の
転

出
や
少
子
化
問
題
と
も
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
か
ら
、
一
層
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

（2
） 

本
市
の
概
況
と

特
性

 

市
 

表
現
の
統
一

 

以
降

 
世
界
文
化
遺
産
を
【世
界
遺
産
】、

百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
を
【
「
百
舌
鳥
・
古

市
古
墳
群
」
】
、
竹
内
街
道
に
【
日
本
遺

産
】の
表
現
を
追
記
し
、
整
合
を
図
る

 

■
歴
史
・自
然
環
境

 

本
市
を
代
表
す
る
歴
史
遺
産
の
一
つ
で
あ
る
古
市
古
墳
群
は
、
そ
の
重
要
性
か
ら
、
以
前
よ

り
個
別
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成

1
3
年
に
群
と
し
て
一
括
し
て
指
定
さ

れ
、
さ
ら
に
、
令
和
元
年
に
「
百
舌
鳥
・古
市
古
墳
群
」
と
し
て
世
界
遺
産
登
録
さ
れ
ま
し
た
。

 

市
 

表
現
の
統
一

 
■
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る
課
題
の
抽
出

 

①
実
施
概
要
（令
和

3
年
改
定
時
） 

＜
重
要
度
＞

 

安
全
・
安
心
対
策
に
関
す
る
項
目
（
消
防
・
救
急
体
制
、
防
犯
対
策
、
災
害
対
策
、
危
機
管

理
）や
、
健
康
・福
祉
に
関
す
る
項
目
（
保
健
・
医
療
、
高
齢
者
福
祉
、
地
域
福
祉
）
、
次
代
を
担

う
子
ど
も
に
関
す
る
項
目
（
子
育
て
支
援
、
青
少
年
育
成
、
学
校
教
育
の
充
実
）
に
つ
い
て
の
重

要
度
が
高
い
結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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本
市
の
め
ざ
す
ま

ち
づ
く
り

 

（1
） 

ま
ち
づ
く
り
の
基

本
目
標

 

市
 

修
正
も
れ
、
表
現
の
統
一

 
「歴
史
と
自
然
の
魅
力
あ
ふ
れ
る
」 

本
市
は
、
金
剛
生
駒
山
系
、
羽
曳
野
丘
陵
の
豊
か
な
み
ど
り
と
、
石
川
、
飛
鳥
川
を
は
じ
め
と

す
る
河
川
や
点
在
す
る
た
め
池
、
ブ
ド
ウ
や
イ
チ
ジ
ク
な
ど
の
特
産
品
を
育
む
農
地
な
ど
、
豊
か

な
自
然
環
境
を
有
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
世
界
遺
産
「
百
舌
鳥
・
古
市
古
墳
群
」
や
日
本
遺
産
の

竹
内
街
道
と
い
っ
た
多
種
多
様
な
歴
史
遺
産
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
保
全
と
活
用
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
自
然
・
歴
史
的
な
資
源
が
一
体
的
に
織
り
な
す
環
境
が
市
の
魅
力
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
資
源
を
守
り
、
育
て
、
活
か
す
こ
と
で
、
魅
力
が
あ
ふ
れ
誰
も
が

住
み
た
い
ま
ち
を
め
ざ
し
ま
す
。

 

（2
） 

ま
ち
づ
く
り
の
方

向
性

 

市
 

表
現
追
記

 
●
安
全
安
心
の
暮
ら
し
と
健
康
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

 

「防
災
・減
災
へ
の
対
応
」 

・土
砂
災
害
や
内
水
氾
濫
・
河
川
氾
濫
な
ど
の
災
害
の
危
険
性
や
、
災
害
か
ら
の
避
難
に
関
す

る
情
報
の
周
知
、
住
宅
の
耐
震
化
の
促
進
な
ど
市
民
一
人
一
人
が
日
常
か
ら
災
害
へ
備
え
る

た
め
の
取
り
組
み
を
地
域
と
連
携
し
て
進
め
ま
す
。

 

「社
会
イ
ン
フ
ラ
、
公
共
施
設
ス
ト
ッ
ク
の
適
切
な
維
持
、
管
理
、
更
新
」 

・
公
共
施
設
を
適
切
に
改
修
・
改
築
や
整
備
、
維
持
管
理
し
、
長
寿
命
化
や
さ
ら
な
る
有
効
活

用
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

 

（4
） 

将
来
都
市
構
造

の
設
定

 

市
 

表
現
追
記

 
■
軸
の
設
定

 
歴
史
軸

 

・
歴
史
軸
と
し
て
、
日
本
最
古
の
官
道
と
さ
れ
日
本
遺
産
に
も
認
定
さ
れ
た
竹
内
街
道
を
は
じ

め
、
東
高
野
街
道
、
長
尾
街
道
、
巡
礼
街
道
を
位
置
づ
け
、
歴
史
街
道
お
よ
び
沿
道
の
魅
力
・

資
源
を
活
か
す
こ
と
に
よ
り
、
羽
曳
野
ら
し
さ
を
創
出
す
る
よ
う
努
め
ま
す
。
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分
野
別
方
針

 

（5
） 

上
下
水
道
整
備

方
針

 

市
 

表
現
整
理

 
■
下
水
道
整
備
の
基
本
方
針

 

２
) 
災
害
に
強
い
下
水
道
シ
ス
テ
ム
の
構
築

 

○
 
災
害
時
に
お
い
て
も
、
安
定
し
た
下
水
道
機
能
を
確
保
す
る
た
め
、
下
水
道
施
設
の
耐
震

化
や
運
営
体
制
の
確
立
を
図
り
ま
す
。

 

・
 
災
害
時
に
お
け
る
機
能
向
上
の
た
め
、
下
水
道
施
設
の
構
造
面
で
の
強
化
を
図
り
、
施
設

の
制
御
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
と
い
っ
た
下
水
道
シ
ス
テ
ム
の
全
体
の
強
化
を
図
り
ま
す
。

 

３
) 
市
民
に
対
す
る
下
水
道
へ
の
理
解
と
経
営
の
健
全
化
の
推
進

 

○
 
環
境
意
識
が
高
ま
る
な
か
、
人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
社
会
を
踏
ま
え
、
効
果
的
か
つ
効

率
的
な
下
水
道
整
備
お
よ
び
管
理
運
営
に
努
め
、
下
水
道
事
業
の
経
営
の
健
全
化
を
図
り
ま

す
。

 

・ 
環
境
保
全
の
啓
発
に
努
め
、
整
備
区
域
に
お
い
て
、
水
洗
化
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

 

・ 
地
方
公
営
企
業
法
適
用
事
業
と
し
て
、
経
営
状
況
の
透
明
性
と
効
率
化
を
図
り
ま
す
。

 

（6
） 

都
市
防
災
整
備

方
針

 

市
 

表
現
整
理

 
■
都
市
防
災
整
備
の
基
本
方
針

 

１
) 
安
全
安
心
な
都
市
整
備
の
推
進

 

・
 
河
川
の
改
修
、
た
め
池
の
老
朽
化
対
策
や
、
下
水
道
雨
水
施
設
の
整
備
な
ど
に
よ
る
水
害

予
防
対
策
の
推
進
を
図
り
ま
す
。

 

（7
） 

景
観
形
成
方
針

 

市
 

表
現
追
加

 
■
景
観
形
成
の
基
本
方
針

 

１
) 
に
ぎ
わ
い
と
魅
力
あ
る
都
市
景
観
形
成

 

○
 
古
市
駅
周
辺
の
中
心
市
街
地
お
よ
び
恵
我
ノ
荘
駅
周
辺
、
高
鷲
駅
周
辺
は
、
安
全
安
心
、

快
適
で
に
ぎ
わ
い
あ
る
景
観
形
成
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
重
要
な
都
市
景
観
形
成
要
素
で
あ
る
、

大
学
、
古
墳
や
社
寺
仏
閣
等
の
歴
史
遺
産
、
公
共
公
益
施
設
な
ど
の
魅
力
を
活
か
し
た
羽
曳

野
ら
し
い
都
市
景
観
形
成
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
創
り
出
す
良
好
な
景
観
を
阻
害
し
な

い
よ
う
、
適
切
な
規
制
誘
導
を
図
り
ま
す
。

 

第
3
章
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地
域
別
現
況
と
ま

ち
づ
く
り
方
針

 

（5
） 

羽
曳
が
丘
地
域

 

市
 

表
現
整
理

 
５

) 
ま
ち
づ
く
り
の
方
針

 

■
上
下
水
道
整
備
方
針

 

・
 下
水
道
施
設
の
整
備
に
向
け
た
浸
水
対
策
の
調
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
ス
ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
計
画
に
基
づ
い
た
老
朽
化
対
策
を
推
進
し
、
安
全
・
安
心
で
快
適
な
生
活
環
境
の
確
保

に
努
め
ま
す
。

 
 



資
料
③

 

 市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
新
・
旧
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新
 

旧
（
素
案
）
 

１
．
目
的
 
 

  
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
は
、
市
街
化
を
抑
制
す
る
区
域
で
あ
る
と
い
う
市
街
化
調
整

区
域
の
基
本
理
念
を
堅
持
し
つ
つ
、
自
然
的
土
地
利
用
と
調
和
し
た
都
市
的
な
土
地
利
用
に

配
慮
し
な
が
ら
、
保
全
と
活
用
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 
そ
こ
で
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
、
市
街
化
調
整
区
域
内
に
お

け
る
地
区
計
画
の
適
正
な
運
用
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
本
市
に
ふ
さ
わ
し
い
地
区
計
画
の
誘

導
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。
 

１
．
目
的
 
 

  
市
街
化
調
整
区
域
に
お
い
て
は
、
市
街
化
を
抑
制
す
る
区
域
で
あ
る
と
い
う
市
街
化
調
整

区
域
の
基
本
理
念
を
堅
持
し
つ
つ
、
自
然
的
土
地
利
用
と
調
和
し
た
都
市
的
な
土
地
利
用
に

配
慮
し
な
が
ら
、
保
全
と
活
用
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 

 
そ
こ
で
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
、
市
街
化
調
整
区
域
内
に
お

け
る
地
区
計
画
の
適
正
な
運
用
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
本
市
に
ふ
さ
わ
し
い
地
区
計
画
の
誘

導
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。
 

２
．
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方

 

 （
１
）
「
市
街
化
を
抑
制
す
べ
き
区
域
」
と
い
う
市
街
化
調
整
区
域
の
基
本
理
念
は
、
地
区
計
画

の
策
定
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
が
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 

（
２
）
 
開
発
行
為
を
伴
う
地
区
計
画
に
つ
い
て
は
、
い
た
ず
ら
に
市
街
地
を
拡
大
し
な
い
よ
う
、

そ
の
必
要
性
、
周
辺
の
公
共
施
設
の
整
備
状
況
、
自
然
環
境
・
景
観
や
農
業
と
の
調
和
等
の
観

点
か
ら
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
こ
と
。

 

（
３
）
開
発
行
為
を
伴
う
地
区
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
街
化
区
域
編
入
の
代
替
制
度
で
は
な
く
、

市
街
化
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
市

街
化
区
域
に
お
け
る
市
街
化
の
状
況
等
か
ら
み
て
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
計
画
的
な
市
街

化
を
図
る
う
え
で
支
障
が
な
い
こ
と
。

 

（
４
）
地
区
計
画
は
、
「
ス
プ
ロ
ー
ル
の
防
止
」
、
「
周
辺
の
優
良
な
農
地
等
と
も
調
和
し
た
良
好

な
居
住
環
境
の
形
成
や
保
全
」
、「

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
・
改
善
」
、「

都
市
活
力
の
維
持
・

増
進
」
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

（
５
）
大
阪
府
が
定
め
る
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
や
本
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

に
即
し
、
計
画
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

（
６
）
必
要
と
な
る
基
盤
施
設
が
策
定
地
区
内
や
そ
の
周
辺
に
配
置
さ
れ
た
、
ま
た
は
、
配
置
さ

れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
り
、
か
つ
、
新
た
な
行
政
投
資
を
行
う
必
要
が
な
い
こ
と
。

 

２
．
市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
の
基
本
的
な
考
え
方

 

 （
１
）
「
市
街
化
を
抑
制
す
べ
き
区
域
」
と
い
う
市
街
化
調
整
区
域
の
基
本
理
念
は
、
地
区
計
画

の
策
定
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
が
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

 

（
２
）
 開

発
行
為
を
伴
う
地
区
計
画
に
つ
い
て
は
、
い
た
ず
ら
に
市
街
地
を
拡
大
し
な
い
よ
う
、

そ
の
必
要
性
、
周
辺
の
公
共
施
設
の
整
備
状
況
、
自
然
環
境
・
景
観
や
農
業
と
の
調
和
等
の
観

点
か
ら
総
合
的
に
検
討
を
加
え
、
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
こ
と
。

 

（
３
）
開
発
行
為
を
伴
う
地
区
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
街
化
区
域
編
入
の
代
替
制
度
で
は
な
く
、

市
街
化
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
市

街
化
区
域
に
お
け
る
市
街
化
の
状
況
等
か
ら
み
て
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
計
画
的
な
市
街

化
を
図
る
う
え
で
支
障
が
な
い
こ
と
。

 

（
４
）
地
区
計
画
は
、
「
ス
プ
ロ
ー
ル
の
防
止
」
、
「
周
辺
の
優
良
な
農
地
等
と
も
調
和
し
た
良
好

な
居
住
環
境
の
形
成
や
保
全
」
、「

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
・
改
善
」、
「
都
市
活
力
の
維
持
・

増
進
」
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

（
５
）
大
阪
府
が
定
め
る
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
や
本
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

に
即
し
、
計
画
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

（
６
）
必
要
と
な
る
基
盤
施
設
が
策
定
地
区
内
や
そ
の
周
辺
に
配
置
さ
れ
た
、
ま
た
は
、
配
置
さ

れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
り
、
か
つ
、
新
た
な
行
政
投
資
を
行
う
必
要
が
な
い
こ
と
。
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（
７
）
市
街
化
調
整
区
域
の
地
区
計
画
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
法
第

2
1
条
の
２
の
規
定
に
よ

り
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 

提
案
方
法
に
つ
い
て
は
、
別
途
定
め
る
羽
曳
野
市
都
市
計
画
提
案
手
続
要
領
に
よ
る
も
の
と

す
る
。

 

３
．
対
象
外
区
域

 

 

地
区
計
画
の
区
域
に
は
、
次
に
掲
げ
る
地
域
、
区
域
等
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

 

た
だ
し
、
関
連
法
規
と
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
や
事
業
の
実
施
等
に
よ
り
災
害
防
止
の

た
め
の
具
体
的
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 

（
１
）
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
「
農
用
地
区
域
」

 

（
２
）
「
優
良
農
地
（
一
団
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
農
地
や
、
農
業
水
利
施
設
の
整
備
等
を
行
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
生
産
性
が
向
上
し
た
農
地
等
、
良
好
な
営
農
条
件
を
備
え
た
農
地
）
」
及
び
そ

の
他
長
期
に
わ
た
り
農
地
と
し
て
保
全
す
べ
き
土
地
の
区
域

 

（
３
）
農
地
法
に
よ
る
農
地
転
用
が
許
可
さ
れ
な
い
農
地

 

（
４
）
集
落
地
域
整
備
法
に
規
定
す
る
「
集
落
地
域
」

 

（
５
）
大
阪
府
自
然
環
境
保
全
条
例
に
規
定
す
る
「
大
阪
府
自
然
環
境
保
全
地
域
」・
「
大
阪
府
緑

地
環
境
保
全
地
域
」

 

（
６
）
都
市
緑
地
法
に
規
定
す
る
｢特

別
緑
地
保
全
地
区
｣
 

（
７
）
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
「
近
郊
緑
地
保
全
区
域
」

 

（
８
）
森
林
法
に
規
定
す
る
「
保
安
林
」、
「
保
安
林
予
定
森
林
」
、「

保
安
施
設
地
区
」、
「
保
安
施

設
地
区
予
定
地
」

 

（
９
）
地
す
べ
り
等
防
止
法
に
規
定
す
る
「
地
す
べ
り
防
止
区
域
」

 

（
1
0）

建
築
基
準
法
に
規
定
す
る
「
災
害
危
険
区
域
」

 

（
1
1）

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す

る
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
」

 

（
1
2）

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
「
急
傾
斜
地
崩
壊
危

険
区
域
」

 

（
1
3）

史
跡
、
名
勝
、
天
然
記
念
物
、
建
造
物
等
の
指
定
文
化
財
、
そ
の
他
国
、
府
及
び
市
に
お

３
．
対
象
外
区
域

 

 

地
区
計
画
の
区
域
に
は
、
次
に
掲
げ
る
地
域
、
区
域
等
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

 

た
だ
し
、
関
連
法
規
と
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
も
の
や
事
業
の
実
施
等
に
よ
り
災
害
防
止
の

た
め
の
具
体
的
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 

（
１
）
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
「
農
用
地
区
域
」

 

（
２
）
「
優
良
農
地
（
一
団
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
農
地
や
、
農
業
水
利
施
設
の
整
備
等
を
行
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
生
産
性
が
向
上
し
た
農
地
等
、
良
好
な
営
農
条
件
を
備
え
た
農
地
）
」
及
び
そ

の
他
長
期
に
わ
た
り
農
地
と
し
て
保
全
す
べ
き
土
地
の
区
域

 

（
３
）
農
地
法
に
よ
る
農
地
転
用
が
許
可
さ
れ
な
い
農
地

 

（
４
）
集
落
地
域
整
備
法
に
規
定
す
る
「
集
落
地
域
」

 

（
５
）
大
阪
府
自
然
環
境
保
全
条
例
に
規
定
す
る
「
大
阪
府
自
然
環
境
保
全
地
域
」・
「
大
阪
府
緑

地
環
境
保
全
地
域
」

 

（
６
）
都
市
緑
地
法
に
規
定
す
る
｢特

別
緑
地
保
全
地
区
｣
 

（
７
）
近
畿
圏
の
保
全
区
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
「
近
郊
緑
地
保
全
区
域
」

 

（
８
）
森
林
法
に
規
定
す
る
「
保
安
林
」、
「
保
安
林
予
定
森
林
」
、「

保
安
施
設
地
区
」
、「

保
安
施

設
地
区
予
定
地
」

 

（
９
）
地
す
べ
り
等
防
止
法
に
規
定
す
る
「
地
す
べ
り
防
止
区
域
」

 

（
1
0）

建
築
基
準
法
に
規
定
す
る
「
災
害
危
険
区
域
」

 

（
1
1）

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す

る
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
」

 

（
1
2）

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
「
急
傾
斜
地
崩
壊
危

険
区
域
」

 

（
1
3）

史
跡
、
名
勝
、
天
然
記
念
物
、
建
造
物
等
の
指
定
文
化
財
、
そ
の
他
国
、
府
及
び
市
に
お
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い
て
文
化
財
保
護
上
保
全
を
必
要
と
す
る
区
域

 

（
1
4）

溢
水
や
湛
水
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
恐
れ
が
あ
る
な
ど
、
災
害
リ
ス
ク
の
あ
る
区
域

 

い
て
文
化
財
保
護
上
保
全
を
必
要
と
す
る
区
域

 

（
1
4）

溢
水
や
湛
水
等
に
よ
る
災
害
の
発
生
の
恐
れ
が
あ
る
な
ど
、
災
害
リ
ス
ク
の
あ
る
区
域

 

４
．
地
区
計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項

 

 （
１
）
区
域
の
面
積
が
、

0
.5
ha

以
上
の
規
模
で
あ
る
こ
と
。

 

（
２
）
地
区
計
画
策
定
後
、
開
発
行
為
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
す
事

項
や
、
開
発
協
議
等
で
必
要
と
さ
れ
る
事
項
（
特
に
緑
地
・
公
園
・
調
整
池
等
）
に
つ
い
て
、

そ
の
実
現
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。
併
せ
て
、
当
初
の
開
発
行
為
時
に
お
い

て
は
地
区
計
画
区
域
を
分
割
し
た
開
発
行
為
を
認
め
な
い
こ
と
や
、
工
区
設
定
を
認
め
な
い
若

し
く
は
地
区
施
設
等
の
整
備
を
担
保
し
た
工
区
設
定
を
行
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
地
区
計
画
を

実
現
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

 

（
３
）
区
域
は
原
則
と
し
て
、
地
形
、
地
物
等
、
土
地
の
範
囲
を
明
示
す
る
の
に
適
切
な
も
の
に

よ
り
定
め
る
こ
と
と
し
、
で
き
る
だ
け
整
形
な
も
の
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
必
要
以
上
に
区
域

を
広
げ
な
い
こ
と
。

 

（
４
）
地
区
整
備
計
画
を
定
め
る
場
合
は
、
併
せ
て
建
築
条
例
を
策
定
す
る
こ
と
。

 

（
５
）
市
街
化
調
整
区
域
の
有
す
る
特
性
に
配
慮
し
、
ゆ
と
り
あ
る
緑
豊
か
な
市
街
地
環
境
の
形

成
や
、
周
辺
景
観
と
の
調
和
を
図
る
た
め
、
最
低
敷
地
面
積
や
公
園
・
緑
地
の
規
模
、
緑
化
率
、

建
築
物
等
の
形
態
・
意
匠
な
ど
を
適
切
に
定
め
る
こ
と
。

 

（
６
）
地
区
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
当
市
の
関
係
課
及
び
大
阪
府
等
の
関
係
機
関
と
調
整
・
協

議
を
行
う
こ
と
。

 

（
７
）
新
た
な
開
発
に
よ
り
周
辺
の
交
通
状
況
を
悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
る
等
交
通
環

境
と
の
調
和
を
は
か
る
こ
と
。

 

（
８
）
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
「
対
象
区
域
」
に
お
い
て
示
し
て
い
る
幹
線
道
路
沿
道
地
域
や
大
規

模
集
客
施
設
の
適
正
立
地
に
お
い
て
、
定
期
借
地
権
等
で
の
立
地
を
行
う
場
合
に
は
、
借
地
期

間
終
了
後
を
見
据
え
、
あ
ら
か
じ
め
土
地
所
有
権
者
等
と
協
議
を
行
い
、
期
間
終
了
後
の
土
地

利
用
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
し
て
お
く
こ
と
。

 

（
９
）
関
係
法
令
、
関
係
指
針
及
び
羽
曳
野
市
開
発
指
導
要
綱
等
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

 

（
1
0）

素
案
の
検
討
段
階
か
ら
当
該
地
区
の
住
民
お
よ
び
周
辺
の
住
民
の
参
加
機
会
を
設
け
、
説

４
．
地
区
計
画
策
定
に
あ
た
っ
て
の
留
意
事
項

 

 （
１
）
区
域
の
面
積
が
、

0
.5
ha

以
上
の
規
模
で
あ
る
こ
と
。

 

（
２
）
地
区
計
画
策
定
後
、
開
発
行
為
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
す
事

項
や
、
開
発
協
議
等
で
必
要
と
さ
れ
る
事
項
（
特
に
緑
地
・
公
園
・
調
整
池
等
）
に
つ
い
て
、

そ
の
実
現
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。
併
せ
て
、
当
初
の
開
発
行
為
時
に
お
い

て
は
地
区
計
画
区
域
を
分
割
し
た
開
発
行
為
を
認
め
な
い
こ
と
や
、
工
区
設
定
を
認
め
な
い
若

し
く
は
地
区
施
設
等
の
整
備
を
担
保
し
た
工
区
設
定
を
行
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
地
区
計
画
を

実
現
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

 

（
３
）
区
域
は
原
則
と
し
て
、
地
形
、
地
物
等
、
土
地
の
範
囲
を
明
示
す
る
の
に
適
切
な
も
の
に

よ
り
定
め
る
こ
と
と
し
、
で
き
る
だ
け
整
形
な
も
の
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
必
要
以
上
に
区
域

を
広
げ
な
い
こ
と
。

 

（
４
）
地
区
整
備
計
画
を
定
め
る
場
合
は
、
併
せ
て
建
築
条
例
を
策
定
す
る
こ
と
。

 

（
５
）
市
街
化
調
整
区
域
の
有
す
る
特
性
に
配
慮
し
、
ゆ
と
り
あ
る
緑
豊
か
な
市
街
地
環
境
の
形

成
や
、
周
辺
景
観
と
の
調
和
を
図
る
た
め
、
最
低
敷
地
面
積
や
公
園
・
緑
地
の
規
模
、
緑
化
率
、

建
築
物
等
の
形
態
・
意
匠
な
ど
を
適
切
に
定
め
る
こ
と
。

 

（
６
）
地
区
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
当
市
の
関
係
課
及
び
大
阪
府
等
の
関
係
機
関
と
調
整
・
協

議
を
行
う
こ
と
。

 

（
７
）
新
た
な
開
発
に
よ
り
周
辺
の
交
通
状
況
を
悪
化
さ
せ
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
る
等
交
通
環

境
と
の
調
和
を
は
か
る
こ
と
。

 

（
８
）
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
「
対
象
区
域
」
に
お
い
て
示
し
て
い
る
幹
線
道
路
沿
道
地
域
や
大
規

模
集
客
施
設
の
適
正
立
地
に
お
い
て
、
定
期
借
地
権
等
で
の
立
地
を
行
う
場
合
に
は
、
借
地
期

間
終
了
後
を
見
据
え
、
あ
ら
か
じ
め
土
地
所
有
権
者
等
と
協
議
を
行
い
、
期
間
終
了
後
の
土
地

利
用
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
し
て
お
く
こ
と
。

 

（
９
）
関
係
法
令
、
関
係
指
針
及
び
羽
曳
野
市
開
発
指
導
要
綱
等
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

 

（
1
0）

素
案
の
検
討
段
階
か
ら
当
該
地
区
の
住
民
お
よ
び
周
辺
の
住
民
の
参
加
機
会
を
設
け
、
説
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明
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
地
元
協
議
を
行
い
、
調
整
を
図
る
こ
と
。

 

（
1
1）

原
則
と
し
て
、
区
域
内
の
住
民
お
よ
び
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
の
所
有
権
ま
た
は
対
抗

要
件
を
備
え
た
地
上
権
も
し
く
は
賃
借
権
な
ど
を
有
す
る
者
の
全
員
の
同
意
を
得
る
こ
と
。

 

ま
た
、
地
区
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
事
業
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
権
利
に
つ
い
て
は
、
都
市

計
画
決
定
ま
で
に
、
で
き
る
限
り
抹
消
す
る
こ
と
。

 

（
1
2）
「
み
ど
り
の
大
阪
推
進
計
画
」
で
市
街
化
区
域
内
に
お
い
て
も
緑
被
率

20
％
を
掲
げ
て
い

る
こ
と
を
受
け
、
市
街
化
調
整
区
域
の
特
性
を
鑑
み
、
地
区
計
画
区
域
内
の
緑
化
率
は

20
％
以

上
確
保
す
る
よ
う
計
画
す
る
こ
と
。

 

明
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
地
元
協
議
を
行
い
、
調
整
を
図
る
こ
と
。

 

（
1
1）

原
則
と
し
て
、
区
域
内
の
住
民
お
よ
び
区
域
内
の
土
地
に
つ
い
て
の
所
有
権
ま
た
は
対
抗

要
件
を
備
え
た
地
上
権
も
し
く
は
賃
借
権
な
ど
を
有
す
る
者
の
全
員
の
同
意
を
得
る
こ
と
。

 

ま
た
、
地
区
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
事
業
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
権
利
に
つ
い
て
は
、
都
市

計
画
決
定
ま
で
に
、
で
き
る
限
り
抹
消
す
る
こ
と
。

 

（
1
2）
「
み
ど
り
の
大
阪
推
進
計
画
」
で
市
街
化
区
域
内
に
お
い
て
も
緑
被
率

20
％
を
掲
げ
て
い

る
こ
と
を
受
け
、
市
街
化
調
整
区
域
の
特
性
を
鑑
み
、
地
区
計
画
区
域
内
の
緑
化
率
は

20
％
以

上
確
保
す
る
よ
う
計
画
す
る
こ
と
。

 

５
．
対
象
区
域

 
 

 

市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
の
対
象
と
な
る
区
域
は
、
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
の
土
地
利
用
方
針
に
お
け
る
「
土
地
利
用
検
討
ゾ
ー
ン
」
と
し
、
類
型
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

  ①
幹
線
道
路
沿
道
地
域

 

活 用 目 的
 

幹
線
道
路
沿
道
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
活
か
し
、
地
域
経
済
の
活
性
化
等
を
目
的
と
す
る

も
の

 

立 地 基 準
 

次
の
道
路
沿
道
で
あ
る
地
区
（
都
市
計
画
道
路
は
供
用
開
始
部
分
に
限
る
）

 

①
 
南
阪
奈
道
路
沿
道
地
区

 

②
 
南
阪
奈
道
路
沿
道
（
美
原
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
周
辺
）
地
区

 

③
 
八
尾
富
田
林
線
沿
道
地
区

 

④
 
大
阪
外
環
状
線
沿
道
地
区

 

上
記

4
地
区
と
一
体
的
に
利
用
す
る
区
域
で
あ
れ
ば
、
土
地
利
用
検
討
ゾ
ー
ン
（
面

型
）
の
区
域
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る

 

５
．
対
象
区
域

 
 

 

市
街
化
調
整
区
域
に
お
け
る
地
区
計
画
の
協
議
対
象
と
な
る
区
域
は
、
本
市
都
市
計
画
マ
ス
タ

ー
プ
ラ
ン
の
土
地
利
用
方
針
に
お
け
る
「
土
地
利
用
検
討
ゾ
ー
ン
」
と
し
、
類
型
は
次
の
と
お
り

と
す
る
。

 

 ①
幹
線
道
路
沿
道
地
域

 

活 用 目 的
 

幹
線
道
路
沿
道
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
活
か
し
、
地
域
経
済
の
活
性
化
等
を
目
的
と
す
る

も
の

 

立 地 基 準
 

次
の
道
路
沿
道
で
あ
る
地
区
（
都
市
計
画
道
路
は
供
用
開
始
部
分
に
限
る
）

 

①
 
南
阪
奈
道
路
沿
道
地
区

 

②
 
南
阪
奈
道
路
沿
道
（
美
原
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
周
辺
）
地
区

 

③
 
八
尾
富
田
林
線
沿
道
地
区

 

④
 
大
阪
外
環
状
線
沿
道
地
区

 

上
記

4
地
区
と
一
体
的
に
利
用
す
る
区
域
で
あ
れ
ば
、
土
地
利
用
検
討
ゾ
ー
ン
（
面

型
）
の
区
域
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
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留 意 点
 

・
非
住
宅
系
用
途
に
限
定

 

・
周
辺
の
土
地
利
用
を
考
慮
し
、
適
切
な
建
築
物
の
用
途
制
限
を
設
定

 

・
交
通
環
境
と
の
調
和
が
図
ら
れ
る
こ
と

 

 ②
市
街
化
区
域
隣
接
地
域

 

活 用 目 的
 

市
街
化
区
域
の
隣
接
地
区
で
、
既
に
無
秩
序
な
市
街
化
が
進
ん
で
お
り
、
街
区
全
体
を

良
好
な
環
境
に
誘
導
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

 

立 地 基 準
 

・
市
街
化
区
域
内
の
基
盤
施
設
を
有
効
に
活
用
で
き
る
地
区

 

・
地
区
全
域
が
市
街
化
区
域
か
ら
概
ね

10
0m

以
内
の
区
域

 

留 意 点
 

・
隣
接
す
る
市
街
化
区
域
の
用
途
地
域
等
の
指
定
状
況
、
周
辺
の
土
地
利
用
を
考
慮
し
、

適
切
な
建
築
物
の
用
途
制
限
を
設
定

 

・
住
宅
系
用
途
と
非
住
宅
系
用
途
、
ま
た
は
、
低
層
住
宅
と
中
高
層
住
宅
を
混
在
さ
せ
な

い
よ
う
、
適
切
に
区
域
を
区
分

 

 ③
大
規
模
集
客
施
設
の
適
正
立
地

 

活 用 目 的
 

・
大
規
模
集
客
施
設
(
※
)
の
適
正
な
立
地
を
目
的
と
す
る
も
の

 

立 地 基 準
 

・
４
車
線
以
上
の
幹
線
道
路
及
び
２
車
線
以
上
の
幹
線
道
路
の
両
方
に
面
し
た
地
区
ま

た
は
、
前
述
の
幹
線
道
路
と
同
等
と
み
な
さ
れ
る
２
つ
の
道
路
に
面
し
た
地
区

 

・「
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
に
即
し
た
上
で
、「

市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
」
に
お
い
て
、
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
に
関
し
て
位
置
づ
け
が
あ
る
こ

留 意 点
 

・
非
住
宅
系
用
途
に
限
定

 

・
周
辺
の
土
地
利
用
を
考
慮
し
、
適
切
な
建
築
物
の
用
途
制
限
を
設
定

 

・
交
通
環
境
と
の
調
和
が
図
ら
れ
る
こ
と

 

 ②
市
街
化
区
域
隣
接
地
域

 

活 用 目 的
 

市
街
化
区
域
の
隣
接
地
区
で
、
既
に
無
秩
序
な
市
街
化
が
進
ん
で
お
り
、
街
区
全
体
を

良
好
な
環
境
に
誘
導
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

 

立 地 基 準
 

・
市
街
化
区
域
内
の
基
盤
施
設
を
有
効
に
活
用
で
き
る
地
区

 

・
地
区
全
域
が
市
街
化
区
域
か
ら
概
ね

10
0m

以
内
の
区
域

 

留 意 点
 

・
隣
接
す
る
市
街
化
区
域
の
用
途
地
域
等
の
指
定
状
況
、
周
辺
の
土
地
利
用
を
考
慮
し
、

適
切
な
建
築
物
の
用
途
制
限
を
設
定

 

・
住
宅
系
用
途
と
非
住
宅
系
用
途
、
ま
た
は
、
低
層
住
宅
と
中
高
層
住
宅
を
混
在
さ
せ
な

い
よ
う
、
適
切
に
区
域
を
区
分

 

 ③
大
規
模
集
客
施
設
の
適
正
立
地

 

活 用 目 的
 

・
大
規
模
集
客
施
設
(
※
)
の
適
正
な
立
地
を
目
的
と
す
る
も
の

 

立 地 基 準
 

・
４
車
線
以
上
の
幹
線
道
路
及
び
２
車
線
以
上
の
幹
線
道
路
の
両
方
に
面
し
た
地
区
ま

た
は
、
前
述
の
幹
線
道
路
と
同
等
と
み
な
さ
れ
る
２
つ
の
道
路
に
面
し
た
地
区

 

・「
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
に
即
し
た
上
で
、「

市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
」
に
お
い
て
、
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
に
関
し
て
位
置
づ
け
が
あ
る
こ
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と
。

 

留 意 点
 

・
周
辺
の
土
地
利
用
及
び
道
路
の
整
備
状
況
を
考
慮
し
、
適
正
に
施
設
を
配
置

 

※
大
規
模
集
客
施
設
の
定
義
（
都
市
計
画
法
で
は
「
特
定
大
規
模
建
築
物
」
と
定
義
）

 

以
下
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
㎡

を
超
え
る
も
の
と
す
る
。

 

用
途
：
劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
若
し
く
は
観
覧
場
又
は
店
舗
、
飲
食
店
、
展
示
場
、
遊
戯
場
、

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物

 
 

※
大
規
模
集
客
施
設
の
適
正
立
地
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
・
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
「
大
規
模

集
客
施
設
の
適
正
立
地
に
関
す
る
運
用
指
針
｣
を
参
照

 

 

地
区
計
画
の
対
象
地
域
は
、
原
則
と
し
て
、
上
記
（
①
～
③
）
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
が
、
市
が
独
自
の
土
地
利
用
計
画
を
展
開
す
る
上
で
特
に
必
要
な
計
画
で
あ
っ
て
、

市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
や
法
律
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
計
画
な
ど
に
、
内
容
、

位
置
、
規
模
等
が
概
ね
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
対
象
地
域

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

な
お
、
大
規
模
集
客
施
設
の
立
地
は
、
上
記
③
に
限
る
も
の
と
す
る
。

 

と
。

 

留 意 点
 

・
周
辺
の
土
地
利
用
及
び
道
路
の
整
備
状
況
を
考
慮
し
、
適
正
に
施
設
を
配
置

 

※
大
規
模
集
客
施
設
の
定
義
（
都
市
計
画
法
で
は
「
特
定
大
規
模
建
築
物
」
と
定
義
）

 

以
下
の
用
途
に
供
す
る
建
築
物
で
そ
の
用
途
に
供
す
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
一
万
㎡

を
超
え
る
も
の
と
す
る
。

 

用
途
：
劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
若
し
く
は
観
覧
場
又
は
店
舗
、
飲
食
店
、
展
示
場
、
遊
戯
場
、

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物

 
 

※
大
規
模
集
客
施
設
の
適
正
立
地
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
・
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
「
大
規
模

集
客
施
設
の
適
正
立
地
に
関
す
る
運
用
指
針
｣
を
参
照

 

 ④
そ
の
他
地
域

 

活 用 目 的
 

本
市
が
独
自
の
土
地
利
用
計
画
を
展
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

 

立 地 基 準
 

本
市
が
独
自
の
土
地
利
用
計
画
を
展
開
す
る
上
で
特
に
必
要
な
計
画
で
あ
っ
て
、
本

市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
や
法
律
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
計
画
な
ど
に
、
内
容
、
位

置
、
規
模
等
が
概
ね
具
体
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の

 

留 意 点
 

周
辺
の
土
地
利
用
及
び
道
路
の
整
備
状
況
を
考
慮
し
、
適
切
に
施
設
を
配
置
す
る
こ

と
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６
．
地
区
計
画
に
定
め
る
事
項

 

 （
１
）
地
区
計
画
の
名
称
、
位
置
、
区
域
、
区
域
の
面
積

 

（
２
）
地
区
計
画
の
方
針

 

①
地
区
計
画
の
目
標

 

②
土
地
利
用
の
方
針

 

③
地
区
施
設
の
整
備
の
方
針

 

④
建
築
物
等
の
整
備
の
方
針

 

⑤
そ
の
他
当
該
地
区
の
整
備
、
開
発
お
よ
び
保
全
に
関
す
る
方
針

 

（
３
）
地
区
整
備
計
画

 

①
地
区
施
設
の
配
置
お
よ
び
規
模

 

・
道
路
、
緑
地
、
そ
の
他
公
共
空
地
等

 

②
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

 

・
建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
、
容
積
率
の
最
高
限
度
、
建
蔽
率
の
最
高
限
度
、
敷
地
面
積
の

最
低
限
度
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
、
建
築
物
等
の
高
さ
の
最
高
限
度
、
建
築
物
等
の
形
態
、

意
匠
の
制
限
、
建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低
限
度
、
か
き
、
柵
の
構
造
の
制
限

 
等
 

③
そ
の
他
の
事
項

 

６
．
地
区
計
画
に
定
め
る
事
項

 

 （
１
）
地
区
計
画
の
名
称
、
位
置
、
区
域
、
区
域
の
面
積

 

（
２
）
地
区
計
画
の
方
針

 

①
地
区
計
画
の
目
標

 

②
土
地
利
用
の
方
針

 

③
地
区
施
設
の
整
備
の
方
針

 

④
建
築
物
等
の
整
備
の
方
針

 

⑤
そ
の
他
当
該
地
区
の
整
備
、
開
発
お
よ
び
保
全
に
関
す
る
方
針

 

（
３
）
地
区
整
備
計
画

 

①
地
区
施
設
の
配
置
お
よ
び
規
模

 

・
道
路
、
緑
地
、
そ
の
他
公
共
空
地
等

 

②
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

 

・
建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
、
容
積
率
の
最
高
限
度
、
建
蔽
率
の
最
高
限
度
、
敷
地
面
積
の

最
低
限
度
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
、
建
築
物
等
の
高
さ
の
最
高
限
度
、
建
築
物
等
の
形
態
、

意
匠
の
制
限
、
建
築
物
の
緑
化
率
の
最
低
限
度
、
か
き
、
柵
の
構
造
の
制
限

 
等
 

③
そ
の
他
の
事
項

 

７
．
条
例
に
よ
る
土
地
利
用
制
限
の
適
用

 

 

地
区
計
画
の
都
市
計
画
決
定
後
に
、
地
区
計
画
の
内
容
と
し
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
制
限
及

び
緑
化
率
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
第

6
8 
条
の
２
第
１
項
お
よ
び
都
市
緑
地
法
第

3
9 

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
に

規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

７
．
条
例
に
よ
る
土
地
利
用
制
限
の
適
用

 

 

地
区
計
画
の
都
市
計
画
決
定
後
に
、
地
区
計
画
の
内
容
と
し
て
定
め
ら
れ
た
建
築
物
の
制
限
及

び
緑
化
率
の
割
合
に
つ
い
て
は
、
建
築
基
準
法
第

68
 条

の
２
第
１
項
お
よ
び
都
市
緑
地
法
第

3
9 

条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
区
計
画
の
区
域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に
関
す
る
条
例
に

規
定
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 


